
安全衛生診断を受けてみませんか！ 

安全衛生診断とは 

事業所の安全衛生管理状況と職場の現状をプロのコン
サルタントが診断し、問題点を明確にするとともに改
善策を提案します。 

安全衛生診断を受けると 

 １．安全衛生管理のレベル 
 ２．法律違反の有無 
 ３．管理面、現場の問題点 
 ４．安全衛生活動の指針 
         が明確になります 

安全衛生診断の手順 

１．事前調査（2～3時間） 

 ①安全衛生関係書類の閲覧と追加資料指示 
 ②診断スケジュールの打ち合わせ 

２．現場診断（約１日） 

 ①安全衛生関係書類の閲覧と質疑 
 ②ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ等労災防止対策の実施状況 
 ③職場巡視 
 ④診断概略の報告と重大リスクの指摘 

３．診断結果報告（2～3時間） 

 ①管理面及び職場のリスクの診断結果 
 ②上記の改善案の提示 
 ③重大リスクがあった場合の改善状況の確認 

４．事後指導 
 ①指摘事項改善後の指導（１～３か月後） 
 ②継続指導 

約２週間後 

約１ヵ月後 

これは一般的な時間です。 
会社規模、ご希望等によりスケ
ジュール、費用等をご相談くだ
さい。 

安全衛生関係書類 
 ・会社概要、組織図 
 ・製造工程、機械設備配置図 
 ・過去３年間の労働災害発生状況 
 ・安全衛生委員会の議事録 
 ・安全衛生活動計画 
 ・その他安全衛生管理に関する記録 
（既存の物を提示ください） 
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